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価格転嫁の円滑化に向けた働き掛け及び伴走支援業務委託 

企画提案競技実施要項 

 

 価格転嫁の実効性確保に向けた働き掛け業務委託に係る企画提案競技の実施について

は、この要項に定めるとおりとする。 

 

１ 委託業務名 

  価格転嫁の円滑化に向けた働き掛け及び伴走支援業務委託 

 

２ 委託業務内容 

  別添「価格転嫁の円滑化に向けた働き掛け及び伴走支援業務委託仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおりとする。 

※  仕様書は、実施しなければならない最低限の業務を示したものである。応募 

者が有する本業務の実施に係る知見やノウハウなどを活用した提案を積極的に   

行うこと。 

 

３ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日（水）までとする。 

 

４ 予算額 

  ２５，５０３千円（消費税及び地方消費税を含む）を上限額とする。 

 ・ この金額は本業務に係る契約締結上限額であり、埼玉県がこの金額で契約するこ

とを約束するものではない。 

 ・ この金額の範囲内で見積書が提出された場合に限り、本企画提案審査委員会での

審査及び契約締結が可能となる。見積額が上限額を超えた場合は、審査自体を行わ

ない。 

 ・ 企画提案が採用された委託候補者に対しては、契約締結に向け業務内容を調整の

上、再度見積書の提出を求める。 

   

５ 参加資格 

  企画提案書を提出することのできる者は、（１）～（６）までに掲げる条件を全て

満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４に規定する者でないこ

と。 

（２）埼玉県財務規則（昭和 39年埼玉県規則第 18号）第 91条の規定により、埼玉県

の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。 

（３）本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る 

入札参加停止等の措置要綱（平成 21年 3月 31日付け入審第 513号）に基づく入札 
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参加停止の措置を受けていない者であること。 

（４）本件企画提案競技の公告日から本契約の成立までの期間に、埼玉県の契約に係る 

暴力団排除措置要綱（平成 21年 4月 1日付け入審第 97号）に基づく入札参加除外 

措置を受けている者でないこと。 

（５）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされ

ている者、又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申

立てがなされている者については、会社更生法に基づく再生計画、又は民事再生法

に基づく再生計画の認可を受けていること。 

（６）法人税、法人（都道府）県民税、法人事業税、消費税及び地方消費税等の滞納す 

べき税金を滞納している者でないこと。 

  

６ スケジュール 

  令和８年２月２７日（金）       公募開始（ＨＰの公開） 

      ３月 ５日（木）１７時必着  質問受付期限 

      ３月 ９日（月）１７時まで  質問回答ＨＰ掲載 

      ３月１１日（水）１７時必着  企画提案競技参加申込書の提出期限 

      ３月１６日（月） 正午必着  企画提案書等の提出期限 

      ３月１８日（水）まで     第１次審査（書類審査）結果通知 

                     ※応募者が４者以上の場合のみ実施 

      ３月２４日（火）予定     プレゼンテーション審査 

                     ※第１次審査通過者に対し実施 

      ３月下旬～４月上旬      契約相手方へ選定結果通知 

      ４月上中旬～         契約締結 

 

７ 質問事項の受付及び回答 

（１）質問事項の提出方法 

  ア 提出書類 

    質問書（様式１） 

  イ 提出方法  

  （ア）電子メールで提出すること。送信後、電話で着信確認をすること。 

  （イ）簡易なものを除き、電話による質問には応じない。 

  ウ 受付期限 

    令和８年３月５日（木） １７時必着 

  エ 提出先 

    埼玉県産業労働部産業労働政策課 戦略会議担当 

    電 話：０４８－８３０－３７０２（直通） 

    電子メール：a3710-16@pref.saitama.lg.jp 

（２）質問に対する回答方法 
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  ア 回答方法 

    本件を公募・公開している埼玉県ホームページに掲載する。 

    ただし、内容によっては以下による方法で回答する場合がある。 

  （ア）趣旨が同じ質問は、集約して回答する場合がある。 

  （イ）参加資格に関すること、質問内容又は回答内容が質問者の具体的な提案事項

に密接に関わることは、質問者に対してのみ回答する。 

  （ウ）質問内容によっては回答しない場合がある。 

  イ 回答期日 

    令和８年３月９日（月）１７時までに県ホームページに掲載する。 

 

８ 企画提案競技参加申込書の提出 

  企画提案競技への参加を希望する場合は、あらかじめ「価格転嫁の実効性確保に向

けた働き掛け業務委託に係る企画提案競技参加申込書（様式２）」を提出すること。 

（１）提出方法 

   電子データを電子メールにて提出すること。提出後は、必ず電話による到達確認

を行うこと。 

（２）提出先 

   埼玉県産業労働部産業労働政策課 戦略会議担当 

   電 話：０４８－８３０－３７０２ 

   電子メール：a3710-16@pref.saitama.lg.jp 

（３）提出期限 

   令和８年３月１１日（水）１７時必着 

（４）参加申込書の取下げ 

   参加申込書の提出後、やむを得ない理由により取り下げる場合は「価格転嫁の円

滑化に向けた働き掛け及び伴走支援業務委託に係る企画提案競技参加申込取下書

（様式３）」を提出すること。 

 

９ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

   企画提案に当たっては、以下の書類を提出すること。 

  ア 企画提案書（表紙）（様式４）  

    様式第４号を表紙とし、企画提案の内容を添付すること。 

    企画提案書に添付する書類は任意とするが、表紙の次ページに目次を入れ、各

ページにはページ番号を記載すること。なお、ページ数は表紙を含め２０ページ

以内とすること。 

また、添付する書類はＡ４横向きで作成し、文章での説明や解説を基本としな

がら、図表、イラスト、写真等を用いて、仕様書「５ 業務内容」の順で記載す

るなど分かりやすく提案すること。 
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  イ 業務工程表 

    仕様書「５ 業務内容」の業務スケジュールについて、作業項目ごとに示した

工程を記載すること。（いつから業務を実施できるかについて明記すること） 

  ウ 企業（団体）概要調書（様式５） 

  エ 業務受託実績調書（様式６） 

  オ 事業の実施体制（様式任意） 

  （ア）概要 

     事業を実施する人員体制、連絡調整体制、企業訪問等に当たっての苦情処理

方法などの体制、業務進捗管理を行うための事務局等の体制を提案する。 

  （イ）本事業委託で県内企業へ訪問を予定している者を含むスタッフの名簿（様式

任意） 

  カ 委託料の参考見積書（様式任意） 

  （ア）「４ 予算額」に掲げる上限の範囲内で作成すること。 

  （イ）経費の内訳表を作成すること。 

  （ウ）上記（イ）の経費の内訳表の作成に当たっては、人件費、交通費、報償費、

通信費、消耗品費、役務費、使用料、その他一般経費等の経費区分が分かる

ものとし、その性質上「一式」以外で計上できないものを除き、全ての単価

を計上すること。 

  （エ）見積額には消費税及び地方消費税の額を明示すること。 

  （オ）宛名は、「埼玉県知事 大野元裕」とし、代表者印の押印は不要。 

  キ 企業等の情報管理方法（様式任意） 

    本委託業務を実施するに当たっての企業等の情報管理方法等を提案する。 

  ク 法人・団体の概要が分かるもの（設立趣旨、事業内容のパンフレット等） 

  ケ 定款もしくは寄附行為及び登記事項証明書（提案日前３か月以内に発行された

もの）又はこれに準ずる書類 

  コ 決算関係書類（過去１年分の貸借対照表及び資金収支計算書又はこれに準ずる

書類） 

（２）提出方法 

   「（１）提出書類」の書類一式を電子データ化したものを電子メールで提出する 

こと。 

   ※ 電子データ化する際には、文字切れや文字化け等がないか確認すること。 

（３）提出先 

   埼玉県産業労働部産業労働政策課 戦略会議担当 

   電話 ０４８－８３０－３７０２（直通） 

   電子メール：a3710-16@pref.saitama.lg.jp 

（４）提出期限 

   令和８年３月１６日（月）正午必着 

（５）その他 
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  ア 企画提案書等の提出は、１者につき１提案に限る。 

  イ 企画提案書等の提出後は、その内容を変更することはできないる。また、提出 

された企画提案書等は返却しない。 

  ウ 提出された企画提案書等は、提案者に無断で使用しない。ただし、埼玉県情報 

公開条例（平成 12年埼玉県条例第 77号）に基づき公文書開示請求がなされた場 

合は、この限りでない。 

  エ 企画提案書等の作成に係る経費は、提案者の負担とする。 

 

10 委託先候補者の決定方法 

（１）委託候補者選定委員会 

   委託候補者の選定は、価格転嫁の実効性確保に向けた働き掛け業務委託に係る委

託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が行う。 

（２）選定方法  

   企画提案書等を提出した者が、選定委員会においてプレゼンテーションを行い、

選定委員会が提案内容を総合的に審査し、最も評価点が高かった提案者を委託先候

補者として選定する。ただし、その者が著しく社会的信用を損なう等により、本業

務を委託するにふさわしくないと認められるときは、次順位の者を委託先候補者と

して選定する。 

   なお、企画提案書等を提出した者が１者のときは、選定委員会が提案内容を総合

的に審査し、本業務の委託先として適当であると認めた場合に、当該企画提案書等

を提出した者を委託先候補者として選定する。 

（３）プレゼンテーション審査 

  ア 開催日時・場所 

   【日時】令和８年３月２４日（火）予定 

   【場所】埼玉県庁周辺を予定（実地開催） 

※ 参加者に対して実施日時、会場等を電子メールで連絡する。 

  イ プレゼンテーション等の時間 

    プレゼンテーションは１者当たり１５分以内、企画提案に対する質疑は１者当

たり１５分程度とする。 

  ウ 出席者 

    １者につき３名以内とする。 

  エ その他 

    プレゼンテーションは、提出された企画提案書等を用いるものとし、パソコン

の持ち込みを可能とする。 

（４）第１次審査（書類審査） 

   応募者が４者以上の場合は、企画提案書及びその他提出書類による第１次審査

（書類審査）を実施し、第１次審査を通過した者（３者程度）のみプレゼンテーシ

ョン審査を行う。第１次審査の結果（未実施の場合を含む）は、応募者全員に電子
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メールで通知する。 

（５）審査基準 

   審査項目、審査の視点はおおむね別紙のとおりとする。 

（６）選定結果の通知 

   選定結果は、プレゼンテーション審査参加者全員に対して、令和８年３月下旬～

４月上旬に電子メールで通知する。なお、審査及び審査結果についての問い合わせ

には応じない。 

 

11 失格事由 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１） 提出書類に虚偽の記載をした場合 

（２） 本実施要項に示した企画提案書等の作成や提出に関する条件に違反した場合 

（３） 見積書の金額が契約限度額を超える場合 

（４） 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

（５） その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 

 

12 契約相手先の決定方法 

（１）契約締結前の事前協議 

   業務内容に関する細目事項や委託料の支払い方法等について、委託候補者と埼玉

県の間で協議の上、業務委託契約書を締結する。 

（２）新たな委託候補者の決定 

   委託候補者と協議が整わない場合、契約締結までの間に委託候補者に事故のある

場合等委託候補者としての資格要件を失った時は、委託候補者に対してその資格を

取り消す旨の通知をした後、選定委員会において評価が２番目に高かった者を新た

に委託候補者として協議を行う。 

（３）企画提案競技の無効 

緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認

められる場合は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。 

   なお、この場合において、当該企画提案競技に要した費用を埼玉県に請求するこ

とはできない。 

（４）契約方法 

   協議が整った場合は、委託候補者から改めて見積書を徴収し、見積書を精査の上、

随意契約による業務委託契約を締結する。 

 

13 企画提案者等の情報公開 

  選定結果として、契約の相手方となる企画提案者の名称、審査結果概要等の情報を

公表する場合がある。 

  また、情報公開の請求に応じて契約の相手方となる企画提案者の企画提案書等の書
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類の情報公開を行う場合がある。 

 

14 その他 

（１）契約の相手方は、この契約の締結と同時に契約金額と同時に契約金額の 100分の

１以上を乗じた額を契約保証金として納付するものとする、ただし、財務規則第

81条第 2項の規定に該当する場合は、免除する。 

（２）本プロポーザルに係る一連の手続き及び契約時に関する手続において使用する言

語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（３）令和８年度歳入歳出予算が議決されなかったとき、又は歳入歳出予算の当該事業

費にかかる減額があったとき、緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技

を実施することができないと認められる場合は、企画提案競技を停止、中止又は

取り消すことがある。なお、この場合において、当該企画提案競技に要した費用

を埼玉県に請求することはできない。 

 

15 問合せ先 

 埼玉県産業労働部産業労働政策課 戦略会議担当 

 住所：〒330-9301  埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１（本庁舎４階） 

 電話：０４８－８３０－３７０２ 

 電子メール：a3710-16@pref.saitama.lg.jp 

 


